
 
 

 
平成 25年度以降の臨床研修における対応について 

 

次の対応について、意見公募（パブリックコメント）を行い、その結果を踏まえ、次回の医道審

議会医師分科会医師臨床研修部会で改めて議論することとする。 

 
 

１．平成 21 年度の制度改正により基幹型臨床研修病院とみなされた単独型臨床研修

病院又は管理型臨床研修病院のうち、指定基準を満たさないもの（いわゆる激

変緩和措置の対象となる病院）について 

年間入院患者数が 3,000 人に満たない病院については、個別に訪問調査を

行い、適切な指導・管理体制があり、研修医が基本的な診療能力を修得する

ことができると認められる場合は、基幹型臨床研修病院としての指定を継続

することとする。その際、継続後も訪問調査を行い、適正を確認することと

する。（別紙、第３の２参照） 

 

 

２．臨床研修病院の指定の取消しについて 

2 年以上にわたり年間入院患者数が 3,000 人に満たない場合は、基幹型臨床

研修病院の指定基準に適合しないものとする。（別紙、第２の５の（１）のオ

及び１４参照） 

  

（参考２） 平成 24年 2月 23日 医道審議会 医師分科会 医師臨床研修部会 意見とりまとめ 



（別紙） 

 

医師法第１６条の２第１項に規定する臨床研修に関する省令の施行について 

 

 

 

 

第２ 臨床研修省令の内容及び具体的な運用基準 

５ 臨床研修病院の指定の基準 

(1) 基幹型臨床研修病院の指定の基準 

厚生労働大臣は、基幹型臨床研修病院の指定を受けようとする病院の開設

者から指定の申請があった場合において、当該病院が次に掲げる事項に適合

していると認めるときでなければ、基幹型臨床研修病院の指定をしてはなら

ないこと。 

ア～ウ （略） 

エ 救急医療を提供していること。 

「救急医療を提供していること」とは、救急告示病院又は医療計画上、

初期救急医療機関、第二次救急医療機関若しくは第三次救急医療機関とし

て位置付けられている病院であって、初期救急医療を実施しており、適切

な指導体制の下に救急医療に係る十分な症例が確保できるものであること

をいうこと。 

オ 臨床研修を行うために必要な症例があること。 

「臨床研修を行うために必要な症例があること」とは、「臨床研修の到達

目標」を達成するために必要な症例が確保されていることをいうものであ

ること。入院患者の数については、年間３，０００人以上であること。 

また、各診療科での研修に必要な症例については、当該病院と協力型臨

床研修病院及び臨床研修協力施設の症例と合わせて必要な症例があること。

例えば、救急部門を研修する病院にあっては救急患者の取扱件数が年間５，

０００件以上、内科、外科、小児科、産婦人科及び精神科については、年

間入院患者数１００人（外科にあっては研修医１人あたり５０人以上）、産

婦人科を研修する病院の分娩数については年間３５０件又は研修医１人あ

たり１０件以上が望ましいこと。 

カ 臨床病理検討会（ＣＰＣ）を適切に開催していること。 

キ～サ （略） 

  

シ 適切な指導体制を有していること。ただし、臨床研修協力施設と共同し

て臨床研修を行う場合にあっては、臨床研修病院群における指導体制が適

切なものであること。 

(ｱ) 「適切な指導体制を有していること」とは、後述する６(4)を満たした指

導医が、原則として、内科、外科、小児科、産婦人科及び精神科の診療
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科に配置されており、個々の指導医が、勤務体制上指導時間を十分に確

保できることをいうものであること。指導にあたっては、研修医５人に

対して指導医が１人以上配置されていること。また、指導医は研修医に

対する指導に関する責任者又は管理者の立場にあるものであり、指導医

が研修医を直接指導することだけでなく、指導医の指導監督の下、上級

医（研修医よりも臨床経験の長い医師をいう。以下同じ）が研修医を直

接指導すること（いわゆる「屋根瓦方式」）も想定していること。その他

の研修分野についても、適切な指導力を有している者が、研修医の指導

に当たること。 

(ｲ) ～(ｴ)  （略） 

ス～ニ （略） 

14 臨床研修病院の指定の取消し 

厚生労働大臣は、臨床研修病院が次のいずれかに該当するときは、法第１

６条の２第２項の規定により臨床研修病院の指定を取り消すことができるこ

と。 

ア 臨床研修病院の区分ごとに、前述５(1)及び(2)のそれぞれの臨床研修病院

の指定の基準に適合しなくなったとき。 

イ～カ （略） 

 

第３ 当面の取扱い 

１ 趣旨 

医師臨床研修制度の実施に伴い、医療機関において医師の確保が困難となる

可能性など、地域医療に与える影響を懸念する指摘があることから、当分の間

は臨床研修病院の指定基準について以下の取扱いとするものであること。ただ

し、後述の３及び４については、平成２６年３月３１日までの取扱いとするこ

と。 

 ２ 単独型臨床研修病院又は管理型臨床研修病院について 

臨床研修省令の一部を改正する省令（平成２１年４月２８日公布 厚生労働

省令第１０５号）附則の規定により、基幹型臨床研修病院とみなされた単独型

臨床研修病院又は管理型臨床研修病院が、基幹型臨床研修病院の指定の基準を

満たさない場合にあっては、研修医の募集を行う年度を起点として過去３年間

に研修医の受入実績がある場合に限り、基幹型臨床研修病院として指定を継続

するものであること。ただし、この取扱いは、平成２４年度から臨床研修を開

始する研修医の募集期間まで適用し、平成２４年３月３１日をもって廃止する

こと。 

３～４ （略） 

 


